
 

 

 

 
 

 

 

【地域分科会からの報告事項（付託事項）】 

（１）諮問事項案件について（２件） 

（２）協議事項案件について（２件） 

（３）パブリック・コメント（パブコメ）案件について（12件） 

（４）報告事項案件について（１件） 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月７日開催 

中央区協議会 

（代表会） 

 

令和６年度 第６回中央区協議会
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 浜松市舞阪水産物荷捌き所の譲渡について 開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・浜松市舞阪水産物荷捌き所は、平成５年４月１日供用を開始した。 

・当施設は、現在、施設の維持管理（新設、増設、改修、移設等）をすることを

条件とし、本市が使用許可を出し、浜名漁業協同組合が使用している。 

・令和６年３月 31 日をもって国庫補助金処分制限期間が終了したため、浜名漁

業協同組合へ移管できる状態となった。 

・譲渡について協議を重ね、不動産鑑定士の鑑定等による価格で有償譲渡するこ

とにつき浜名漁業協同組合から同意を得た。 

 

〇内容 

浜松市舞阪水産物荷捌き所を次のとおり譲渡することについて諮問するもの。 

１ 譲渡先   浜名漁業協同組合 

２ 譲渡時期  令和７年４月１日 

３ 譲渡後の方向性 

    これまでも浜名漁業協同組合が管理・運営を行っており、今後も変わらず 

管理・運営を行っていく。 

４ その他   譲渡に伴い浜松市舞阪水産物荷さばき所条例廃止。 

 

〇答申結果 

 諮問内容について適切であると認める。 

所管課 農業水産課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①有償譲渡の金額はいくらか。 ①995,885 円を予定。 

②土地の所有者は誰か。 ②静岡県。 

③荷捌き所の建物の状況について教えて 

ほしい。 

③軽微な経年劣化は確認されているが、 

浜名漁協が修繕を行っている。 

④譲渡後、浜名漁協は、建替えや大規模改 

修を予定しているのか。 

④改修や建替え等の予定は把握していな 

い。 

 

諮問－ア 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名  浜松市舞阪水産物荷捌き所の譲渡について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景 

・浜名漁業協同組合の荷捌き所建設要望により、平成 3 年 10 月

22 日、浜名漁業協同組合の事業主体による建設計画について

平成 4 年・5年度の 2ヶ年計画で水産庁と協議を開始したが、

平成 3 年 12 月 20 日、水産庁より補助率の良い旧舞阪町主体の

新たな事業を提案され、平成 3年 12 月 25 日、検討の結果、旧

舞阪町が事業主体となった。 

・平成 4年 8月 15 日工事着手、平成 5年 3月 15 日竣工、平成 5

年 4月 1日供用開始、浜名漁業協同組合と旧舞阪町で舞阪町水

産物荷捌所維持管理運営業務委託契約を締結。その後、浜松市

との合併により平成 18 年 4 月 1 日より業務委託管理から行政

財産の使用許可へ変更し現在に至っている。（許可条件として

浜名漁業協同組合が施設の維持管理（新設、増設、改修、移設

等）をすることとしている。） 

 

〇経緯 

・当初、建設は旧舞阪町で実施し、その後、早い段階で浜名漁業

協同組合へ移管することを想定していたが、水産庁より移管は

国庫補助金処分制限期間が終了しない限りできないと回答を

受け、移管ができない状態が続いていた。 

・県内では行政機関が荷捌き所を所有している事例はない。 

・令和 4年度より譲渡について浜名漁業協同組合と協議を重ね、

不動産鑑定士の鑑定等による価格で有償譲渡での同意を得る

予定（9月下旬） 

・令和 6年 3 月 31 日をもって国庫補助金処分制限期間が終了。 

対象の区協議会  中央区協議会（西地域分科会） 

内  容 

１ 譲渡先  

浜名漁業協同組合 

２ 譲渡時期 

令和 7年 4月 1日 

３ 譲渡後の方向性 

これまでも浜名漁業協同組合が管理・運営を行っており、今

後も変わらず管理・運営を行っていく。 

４ その他 

譲渡に伴い浜松市舞阪水産物荷さばき所条例廃止。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和 6年 11 月 

担当課 農業水産課 担当者 髙柳 庄一郎 電話 592-8816 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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農業水産課 

 

浜松市舞阪水産物荷さばき所の取扱について 

 

1 内容 浜名漁業協同組合へ有償譲渡する。 

 

（1）施設概要 

・所在地  浜松市中央区舞阪町舞阪 2119 番地の 38（※県有地） 

占用面積 3，353.45 ㎡ 

・構 造  鉄骨平屋建 

・規 模  2 棟   合計 延床面積 1,844.60 ㎡（建築面積 1,990.00 ㎡） 

・シラス棟 延床面積   649.50 ㎡ （建築面積  728.12 ㎡） 

・鮮魚棟  延床面積 1,195.10 ㎡ （建築面積 1,261.88 ㎡） 

 ・建設費       総額 333,000 千円 

         国庫補助金 148,135 千円 

         県費補助金  59,254 千円 

その他  125,611 千円 

(旧舞阪町 42,361 千円/浜名漁協 83,250 千円) 

 

（2）経緯 

・平成 3年 10 月  浜名漁協を事業主体で水産庁と調整 

 ・平成 3年 12 月  旧舞阪町が事業主体となる「美しい漁村づくりモデル事業」の

実施について水産庁から提案あり ⇒ 実施決定 

 ・平成 4年 8月   工事着手（竣工：平成 5 年 3 月 15 日） 

 ・平成 5年 4月   供用開始（当初は浜名漁協と旧舞阪町で維持管理運営業務委託

を締結） 

    

（3）理由 

 ・建設から 31 年となる令和 6 年 3 月末をもって、建設時の国庫補助金に係る 

財産処分制限期間及び耐用年数が経過した。 

 ・浜名漁協が使用し維持管理（修繕等を含む）しているとはいえ、所有者とし 

ての市が建物の倒壊等に起因する事故の責任を負う可能性がある。 

 ・浜名漁協が使用しており、一般の用に供することに適さない施設である 

 ・浜名漁協も従来通りの使用を希望している。 
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C シラス棟                                                              

7

浜松市舞阪
水産物荷さばき所

 

A 遠景

B 鮮魚棟

Ｃ シラス棟　

舞阪漁港荷捌き所　平面図
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 浜松市立和地幼稚園の閉園について 開催月 令和６年 12 月 

内容 

〇背景 

・和地幼稚園（昭和 35年創立）は、近年、園児が大幅に減少しており、今後も一

定規模の集団の中で学び、成長し合う環境を確保していくことが難しい状況に

ある。 

・ 現在の和地幼稚園の園児数は、年少１人、年中２人、年長２人の計５人（令和

６年 11 月時点）で、令和６年２月から「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に

関する方針」に基づき、和地幼稚園の今後のあり方について在園児保護者・地

元自治会役員などと協議を行ってきた。 

・ 協議の結果、在園児保護者及び地元自治会役員ともに「閉園はやむを得ない」

との結論に至り、令和６年９月、地域住民に対して文書を回覧し、意向を確認

した。 

・ 令和６年 10 月、和地幼稚園 PTA 及び和地地区自治会連合会の連名で、「浜松市

立和地幼稚園の閉園に関する要望書」が提出された（要望内容は次のとおり）。 

・同じ中学校区の拠点園である伊佐見幼稚園において「預かり保育」を実施 

・ 今年度、和地幼稚園と伊佐見幼稚園の園児同士が交流する機会を設定 

・ 来年度、現在の和地幼稚園の職員を伊佐見幼稚園に配属するなど、職員配置につ

いて検討 

・ 通園距離が遠くなる和地幼稚園在園児の保護者に対する通園支援の検討 

・地域の意向を踏まえた園舎跡地の利活用の検討 

・ 現在の年少１人、年中２人の園児については、令和７年４月に他園（伊佐見幼

稚園ほか）へ転園予定。 

〇内容 

和地幼稚園は園児募集を停止し、園児が不在となった時点で休園する。その後、

条例改正を経て、閉園することについて諮問するもの。 

○答申結果 

諮問内容について適切であると認める。 

所管課 幼保運営課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①要望書における要望内容について対応 

できるものはあるのか。 

①園児同士の交流は年度内に実施する。 

諮問－イ 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市立和地幼稚園の閉園について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

背景・経緯などについては別紙のとおり 

対象の区協議会 中央区協議会（西地域分科会） 

内  容 

和地幼稚園は、園児募集を停止し、園児が不在となった

時点で休園する。その後、条例改正を経て、閉園すること

について諮問するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和 7年 1月 

担当課 幼保運営課 担当者 渡邊 仁 電話 457－2114 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜松市立和地幼稚園の閉園について 

 

こども家庭部 幼保運営課 

 

１ 背景 

和地幼稚園（昭和 35 年創立）は、近年、園児が大幅に減少しており、今後も一定

規模の集団の中で学び、成長し合う環境を確保していくことが難しい状況にある。 

 

２ 経緯 

・ 現在の和地幼稚園の園児数は、年少 1 人、年中 2 人、年長 2 人の計 5 人である（令

和 6 年 11 月時点）。 

・ 令和 5 年 6 月に「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針」を策定。令

和 6 年 2 月から、方針に基づき、和地幼稚園の今後のあり方について、在園児保

護者・地元自治会役員などと協議を行ってきた。 

・ 協議の結果、在園児保護者及び地元自治会役員ともに「閉園はやむを得ない」と

の結論に至り、令和 6 年 9 月、地域住民に対して文書を回覧し、意向を確認。 

・ 令和 6 年 10 月、和地幼稚園 PTA 及び和地地区自治会連合会の連名で、「浜松市立

和地幼稚園の閉園に関する要望書」が提出された。 

【要望内容】 

・ 同じ中学校区の拠点園である伊佐見幼稚園において「預かり保育」を実施 

・ 今年度、和地幼稚園と伊佐見幼稚園の園児同士が交流する機会を設定 

・ 来年度、現在の和地幼稚園の職員を伊佐見幼稚園に配属するなど、職員配置に

ついて検討 

・ 通園距離が遠くなる和地幼稚園在園児の保護者に対する通園支援の検討 

・ 地域の意向を踏まえた園舎跡地の利活用の検討 

・ 現在の年少 1 人、年中 2 人の園児については、令和 7 年 4 月に他園（伊佐見幼稚

園ほか）へ転園予定。 

 

３ 湖東中学校区市立幼稚園の園児数の推移（各年 5 月 1 日時点） 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

和地幼稚園 31 24 17 14 18 14 14 8 8 6 

伊佐見幼稚園 41 37 31 27 30 31 25 13 13 15 

古人見幼稚園 14 平成 28 年度から伊佐見幼稚園と統合 

 

【別紙】 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
令和６年度市民活動表彰に係る団体推薦につい

て 
開催月 令和６年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 各地域で優れた市民活動を行う団体を表彰することで、団体のモチベーション

を高めるとともに、多くの市民に市民協働をＰＲするもの。 

・ 原則として各地域（旧 7区単位）から 1団体を推薦する。 

・ 各地域からの推薦団体のうち、1団体を市長賞、その他を区長賞とする。 

〇内容 

・ 各地域からの推薦団体は、以下のとおり。 

地域 団体名 活動内容 

中 東部メニーフレンズ 夏の東部チャイルドフェスタ」、冬の「東部協

働センターまつり」の企画、運営 

東 マナビット蒲 蒲協働センター子ども講座や中学生リーダー

カレッジの企画、運営 

西 らびりんすゆうとう 稲から広がる４つの体験イベント「竹の子ほ

り」「田植え」「稲刈り」「すココン祭」の企画、

運営 

南 ふれあいサマーフェスタ

ｉｎ可美実行委員会 

ふれあいサマーフェスタｉｎ可美の企画、運

営 
 

所管課 中央区区振興課、東行政センター、西行政センター、南行政センター 

備考 

 

 

各地域からの推薦団体について地域分科会において承認され、中には推薦団体の 

関係者である地域分科会委員から、事業内容について紹介があった。 

 

 

 

協議－ア  
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（中地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 三組町倉庫新築整備工事について 開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇目的 

・ 三組駐車場及び測候所跡地一帯の市有地において、広域防災倉庫と庁舎用保管

庫を兼用した倉庫を新築することにより、課題となっている災害備蓄品の保管

場所を確保する。この倉庫により概ね半径 4km 以内にある避難所の防災倉庫備

蓄品を補完することを想定している。 

〇内容 

・ 「三組町倉庫新築整備工事」の事業概要及びスケジュールを説明するとともに、

内容について、協議するもの。 

＜事業スケジュール＞ 

・令和 6年度   設計、自治会等協議 

・令和 7、8年度 造成、改築、解体工事 

 

所管課 アセットマネジメント推進課、危機管理課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①工事箇所付近は道が狭く、朝は通勤・

通学で混雑する場所である。作業時間

等を配慮して工事を進めてもらいた

い。 

①作業時間、工事車両の搬入ルート等、

近隣住民に影響が出ないように配慮し

計画を進めていく。 

②三組町に倉庫が整備されることになっ

た経緯について教えていただきたい。 

②三組町に倉庫が整備されることになっ

た経緯については、車両が出入りしに

くい形状であるため来庁者が多い施設

には不向きであり、また売却した場合

の周辺への影響を考慮し、結果的に広

域防災倉庫の必要性が高まったことか

ら、倉庫を建設することに至った。 

③広域防災倉庫と庁舎用保管庫を兼用す

るにあたり、個人情報を取り扱う書類

等のセキュリティ対策について教えて

いただきたい。 

③広域防災倉庫と庁舎用保管庫は完全に

区域を分割する設計となっており、機

械警備にて防犯対策を行う予定であ

る。 

 

協議－イ 

17



 

18



 第９号様式  

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 三組町倉庫新築整備工事について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○目的 

・三組駐車場及び測候所跡地一帯の市有地において、広域防災

倉庫を新築することにより、課題となっている災害備蓄品の

保管場所を確保する。この倉庫により概ね半径 4km 以内にあ

る避難所の防災倉庫備蓄品を補完することを想定している。 

 

○背景 

・建築予定地の現状 

駐車場部分は連絡車駐車場や廃車となった公用車の一時保管

場所等に利用し、一部三組町自治会へ集会所及び多目的広場

として貸付を行っている。 

 

○経緯 

事業概要及び多目的広場の敷地の一部を倉庫敷地として使用

する旨、自治会長等への説明を行った。 

・令和 6年 7月 18 日 高町自治会長 

・令和 6年 7月 23 日 三組町自治会長 

・令和 6年 7月 23 日 西地区連合会長 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

「三組町倉庫新築整備工事」の事業概要及びスケジュールを説

明するとともに、内容について、協議するもの。 

 

事業スケジュール 

・令和 6年度   設計、自治会等協議 

・令和 7、8年度 造成、改築、解体工事 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推

進課 
担当者 内田 裕樹 電話 457-2278 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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令和６年１１月 

浜松市財務部        

アセットマネジメント推進課 

 

三組町倉庫新築整備事業計画概要 

 

１ 計画概要 

   三組町の市有地に広域防災倉庫と庁舎用保管庫を兼用した倉庫を新築する。 

   倉庫新築のために測候所跡地を造成（切土）する。 

既存の倉庫２棟のうち１棟は解体する。 

 

 

２ 目的 

新築する倉庫は、各避難所に配置している備蓄量を補完する役割を担う広域防災倉庫

と市役所の物品・書類保管庫を兼用する。三組町の広域防災倉庫は、概ね半径 4km 以内

にある避難所の防災倉庫備蓄品を補完することを想定している。 

 

３ 事業概要及びスケジュール 

 令和６年度  設計 

 令和７年度  敷地造成工事 

令和８年度  倉庫新築、フェンス設置、既存倉庫解体工事 

  

４ 配置図   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築倉庫 
集会所 

（担当） 

浜松市アセットマネジメント推進課 

庁舎車両グループ  鈴木和也、内田裕樹 

TEL:053(457)2278  FAX:050(3730)0119 

広 場 
自治会貸付地 

広場の一部を 

倉庫敷地として 

使用する。 

敷地を造成（切土） 

 

21



 

22



浜松市危機管理課 
 

広域防災倉庫について 

 
基本： 避難所  天竜区及び浜名区（細江、引佐、三ヶ日） 
      ：小学校区単位 
    それ以外の地域 ：中学校区単位 
 

学校等での備蓄が困難な場合 
 
  広域防災倉庫 

広域防災倉庫から約 4km（リアカーで往復 2 時間程度）の範囲の中学

校区を総合し、広域防災倉庫より避難所に搬送 

    

 
 

 

（図）備蓄方法の考え方 

 

備蓄場所 備蓄内容 

避難所、広域防災倉庫 1 日以内に必要で入手が困難なものを備蓄する 

ただし、輸送環境や予想される被害を踏まえる 

津波避難施設（公共） 生命維持・情報伝達に必要なもののみを備蓄する 

◎避難所 中学校 

◎ 

○避難所 小学校 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

広域防災倉庫★ 
★ 

半径約 4km 

□：域内物資搬送範囲 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

中学校区 

○ 

○ 

中学校区 

別紙 
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（参考）航空写真 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 

「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規

制区域」（案）のパブリック・コメントの実施に

ついて 

開催月 令和６年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るために、宅地造成等規制法が

改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法が施行された。 

・ 都道府県、政令市及び中核市で危険な盛土等を規制する区域を指定できること

となった。 

〇内容 

・ 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の案並びに特定盛土等規制区

域の許可対象となる盛土等の規模を宅地造成等工事規制区域と同一の規模にす

ることについて意見を伺うもの。 

所管課 土地政策課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①不法盛土を防ぐための初期対応を迅速

に行うことが重要ではないか。 

【中地域】 

①初期対応を迅速に行うために法律の施

行や通報手段の周知に努めていく。市

民の方からの情報提供も初期対応にお

いて重要な情報となる。 

②本件については、現地調査に加えて、

地域住民の意見を丁寧に聴取した上で

行っていただきたい。【東地域】 

②市として巡視をしているが、地域住民

からの情報提供があれば、迅速に現地

調査を行い、是正勧告等の対応にあた

っている。 

③盛土の申請は、地主と施行者のどちらが

行うのか。規制を作るのは良いが、罰則

をしっかりと作ってほしい。【西地域】 

③申請は工事主（発注者又は自ら工事をす

る者）が行う。違法行為があった場合の

罰則について、従来より強化した内容が

法に定められ、より抑止力のあるものと

している。 

④盛土の許可は県と市どちらで行うの

か。【南地域】 

④県、政令指定都市、中核市が法の運用

の主体となっており、浜松市域は浜松

市が許可を行っていく。 

 

パブコメ－ア 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市のみちづくり計画（案）のパブリック・コ

メントの実施について 
開催月 令和６年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 近年、自然災害が激甚化・頻発化していることや、人身交通事故件数ワースト１

からの脱却が急務であること、橋梁など膨大な道路施設の予防保全型維持管理

への本格転換が必要であることなど、道路を取り巻く環境の変化へ柔軟に対応

する必要がある。 

・ 現行計画は、平成 29年度 から令和８年度までの 10 年間を計画期間としている

が、令和７年度から開始される「浜松市総合計画次期基本計画」との整合を図る

ために、２年前倒して更新するもの。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの 10 年間の計画案について意見を伺うもの。 

所管課 道路企画課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①企業の工場等の進出に伴い交通に影響

が出てからの対応ではなく、事前にど

のような影響がでるか想定をしたうえ

で、策定してもらいたい。【中地域】 

①大きな企業が進出する際は周辺への影

響について庁内連携して対応してい

る。この計画に基づきしっかり取り組

んでいきたい。 

②道幅の問題もあるが、交通量の多い一

車線道路の交差点に右折レーンを設置

すれば、新しく道路をつくるよりも安

く簡単に交通渋滞が解消するのではな

いかと思う。【東地域】 

②新しい道路の整備には時間と予算が必

要となる。早期に効果がでる対策とし

て交差点改良が有効である。近年は、

様々なデータを取得できるため、効果

的な対策をしっかりやっていきたい。 

③子供たちが自転車を利用する際、どこを

走れば良いのか分かるよう周知・対策を

してほしい。【西地域】 

③自転車通行区間の整備を進めるととも

に、自転車の通行位置を示す路面標示な

どの周知にむけて、広報活動をしていき

たい。 

④計画は非常に立派にできているが、積

み残した道路を先にやるべきではない

か。【南地域】 

④今回の計画は、全体の目指すべき方向

性をまとめるものである。個別道路に

ついて、災害対策、利便性の向上等、

必要な整備を見極めながら、現行計画

のプログラムも含めて、新たな道路整

備プログラムを作成していく。 

 

パブコメ－イ 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
第３次浜松市中山間地域振興計画（案）のパブリ

ック・コメントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 現行計画では「ひとつの浜松で築く中山間地域の未来」という基本理念のもと、

中山間地域の活性化や地域経済の振興、人口の定着などを目指し、事業に取り組

んできた。 

・ 現行計画が令和６年度末に終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 11年度までの５年間の計画案について意見を伺うもの。 

所管課 市民協働・地域政策課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①働く場の充実が、子育てがしやすい環

境づくりにつながっていくと思う。計

画（案）の取り組みの実現に期待した

い。【中地域】 

①主要施策が個別の施策にとどまること

なく、有機的に連携していくことが重

要であると考えている。また、庁内連

携組織で意見交換をしながら施策の検

討を進めていきたい。 

②林業従事者を増やすには課題が多いと

感じるが、現状はどうなっているか。

【東地域】 

②現在も林業従事者の数は減少してい

る。歴史ある中山間地域の林業の火を

絶やさぬよう、組合等への支援や振興

策を実施していく。 

③主要施策 15「儲かる林業への進化」につ

いて、森林管理の機械化についてどのよ

うに考えているのか。【西地域】 

③計画本体の事業一覧や「浜松市森林・林

業ビジョン」をご確認いただきたい。 

機械化については、パブリック・コメン

トのご意見として捉え、所管課に確認し

た上で、回答する。 

④浜松市への移住者に対する条件付きの

助成金があると聞いた。静岡市で高額

な助成金が提示されたと聞いたが、い

かがか。【南地域】 

④静岡市について、条件付きで助成金の

上限が引き上げられたと聞いている。

浜松市については、「ウェルカム集落」

など中山間地域に対する制度を充実さ

せている。 

 

 

パブコメ－ウ 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市上下水道基本計画（案）【骨子】のパブリ

ック・コメントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 今後、人口減少による料金収入等の減少に加え、水道と下水道の両方の機能を確

保し、災害時においても従前どおり水の使用を可能とする上下水道施設の耐震

化や、耐用年数を超過する老朽管更新などの事務量が増加すると見込んでいる。 

・ 平成 28 年３月に策定した「浜松市水道事業ビジョン」及び「浜松市下水道ビジ

ョン」は令和６年度までを計画期間としており、本市の上下水道事業が目指す方

向や取組内容などを上下水道一体のものとして次期計画を策定する。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの 10 年間の計画案について意見を伺うもの。 

所管課 上下水道総務課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①水道管の老朽化について、地震が発生

した場合を想定した対策をしているの

か。【中地域】 

①現在、国の策定要請を受けて浜松市上

下水道耐震化計画を策定している。計

画内容については、避難所、防災拠点

に入る水道管、出ていく下水道管を一

体的に耐震化していくものである。計

画を策定後、達成に向けて、令和 7年

度以降実施していく予定である。 

②料金改定実施の基準を教えてほしい。

【東地域】 

②令和４年度と令和５年度の水道事業会

計の決算が赤字になっており、現在の

事業量を確保したままでは令和８年に

は資金が不足する見込みであることな

どを踏まえ、現在、料金改定を検討し

ている。 

③電気のように水道においても自動検針

を導入する考えはないか。【西地域】 

③昨年度から今年度にかけて中山間地域

でスマートメーターを活用した実証実

験を行った。正確性や効果を見極め、今

後の導入について検討する。 

④原水が濁ることで飲料水の安全性は問

題ないか。【南地域】 

④水道法の基準に則った水質を確認した

うえで給水しているため、原水の濁り

に関係なく安全な水道水をご使用いた

だける。 
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（東・西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 

第４次浜松市犯罪のない安全で安心なまちづく

り基本計画（案）のパブリック・コメントの実施

について 

開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 犯罪のない安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを総合的かつ計画的

に推進する「浜松市犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を策定してい

る。 

・ 現行計画が令和６年度末に終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 直近の犯罪動向を踏まえた令和７年度から令和 16 年度までの 10 年間の計画案

について意見を伺うもの。 

所管課 市民生活課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①概要版に記載のある「自主的防犯活動

団体」とはどのようなものか具体例を

教えてほしい。【東地域】 

①本市では、「地区安全会議」が該当する。

中学校区ごとに自治会等地域の団体を

中心に組織され、令和６年４月現在、

57 団体が設立されている。 

②見通しの悪い場所や使っていない家屋

等への対応など犯罪防止につながるよ

うな環境整備を行ってほしい。【西地域】 

②環境整備については、基本方針４に定め

ている。要望については関係課と共有す

る。 

③「子供の安全確保」に、親の子供に対す

る暴力や陰湿ないじめに対する項目を

入れてほしい。【西地域】 

③基本方針４（４）「ＤＶ（配偶者等からの

暴力）防止の啓発」に含まれている。 
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（東・西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
第４次浜松市男女共同参画基本計画（案）のパブ

リック・コメントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思により個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を総合的、計画的に推進するための計画を策定する。 

・ 現行計画が令和６年度末に終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 11年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 ＵＤ・男女共同参画課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①企業等では男女共同参画がかなり進展

しているように思う。女性の地位向上

がクローズアップされ、かえって男性

が肩身の狭い思いをする状況もある。

男性も女性も平等に協力する社会にな

ってほしい。【東地域】 

①説明の中では女性の施策が目立ってし

まったが、「ジェンダー平等」の実現の

ための計画であり、男性に関する施策

も含むものである。 

②この計画は誰に対するものか。【西地域】 ②本計画は、市民、事業者、自治会等の皆

さんに協力をお願いし、進めていく。 

③性的マイノリティに対する配慮・施策は

計画に含まれているか。【西地域】 

③施策の方向性（18）「性の多様性の理解促

進」に含まれている。 
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（東・西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
第３次浜松市環境基本計画（案）のパブリック・

コメントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 気候変動、生物多様性の損失、海洋汚染等の環境問題は深刻化しており、世界的

な課題となっている。 

・ 現行計画が令和６年度末に終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 環境政策課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①生活の中でどのような取り組みが重要

かポイントを押さえて教えてもらえる

と、市民に環境保全の意識が浸透する

のではないだろうか。【東地域】 

①環境学習指導員を学校等に派遣し、移

動環境教室を実施している。また、啓

発チラシ等を配布し広報に努めてい

る。 

②マイクロプラスチック問題に関しては

どのような取り組みが行われている

か。【東地域】 

②毎年、遠州灘海岸や浜名湖で市民協働

による海岸清掃活動を実施している。

また、プラスチックの回収とともに、

発生抑制のためペットボトルの販売数

を減らす取り組みを行っている。 

③事前質問の回答にて「ＰＦＡＳについて

必要な対応を実施する」とあるが、必要

な対応とは何か。【西地域】 

③水質保全部局にて、今後最善の対策をし

ていく。本計画内では具体的な方策まで

は謳っていない。「水環境の保全対策」の

中で具体的な方向性を示して、実施計画

にて、それに基づく対策を実施してい

く。 

④市内に多く設置されている太陽光パネ

ルが、いずれ産業廃棄物となり、処分が

必要となることを課題と捉えてほしい。

【西地域】 

④（意見） 
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市公共施設等総合管理計画（案）のパブリッ

ク・コメントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 建設物価が急激に上昇したことで将来の改修・更新経費の見込みが過少となり、

実績値が計画値を大幅に上回る結果となったことから、計画の内容及び目標値

の再検討が必要である。 

・ 現行計画は平成 27 年度から令和６年度までを計画期間としており、本年度末に

終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 アセットマネジメント推進課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①中山間地域の橋梁やトンネルの維持に

ついてはどのように考えているのか。

【西地域】 

①リスクベースメンテナンスの考え方に

基づき、優先順位を決めて対応する。 

 

②現行計画の達成率は何％か。【西地域】 ②タテモノ資産が達成率 84％、インフラ資

産が 107.4％である。現在の計画は、平

成 27 年策定当時の建設単価でみている

ため、比率が高くなっている。現在の物

価上昇を加味して計算し直すと、タテモ

ノ資産が62.5％、インフラ整備が87.4％

という状況になる。 
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 

浜松市スポーツ推進ビジョン（第３期浜松市ス

ポーツ推進計画）（案）のパブリック・コメント

の実施について 

開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 近年スポーツを取り巻く環境は大きく変化しており、健康の維持増進に加え、経

済成長の牽引、インクルーシブ社会の実現など、スポーツに求められる役割も多

様化している。 

・ 現行計画は平成 31 年度から令和６年度までを計画期間としており、本年度末に

終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 11年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 スポーツ振興課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①スポーツ競技で使用する公園の管理は、

スポーツ振興課の所管ではないのか。

【西地域】 

①公園の中にある体育館等の施設をスポ

ーツ振興課が管理していたりするため、

少し分かり辛い部分はある。公園課や公

園管理事務所と連携を図るとともに、管

理体制の検討も必要と考えている。 

②小・中学校の部活動が、スポーツの入口

として非常に機能していた。部活動の地

域移行により運動の機会が減る子供た

ちが、スポーツを楽しめるよう市として

支援してほしい。【西地域】 

②部活動の地域移行は、教育委員会が主体

となり検討を進めている。スポーツ振興

課としても、地域の皆様や民間企業など

にご協力いただきながら、なるべく現状

と変わらずスポーツする機会が維持で

きるよう検討したい。 

③プールなど学校の運動施設老朽化に伴

い、外部施設の活用が始まっていると思

うが、移動時間等、教師や生徒に負担が

かかる点についてどのように考えてい

るのか。【西地域】 

③ハード面での対応は教育施設課が所管

となる。ソフト面での対応として、公営

プールの活用や、教職員の負担軽減の方

法について検討している。 
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（西地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市農業振興ビジョン（案）のパブリック・コ

メントの実施について 
開催月 令和６年 11 月 

内容 

〇背景 

・ 本市の農業の現状や農業を取り巻く情勢を踏まえながら、持続可能な農業を展

開し、本市が目指すべき将来像を実現するために策定している。 

・ 現行計画が令和６年度末に終期を迎えることから、計画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 農業水産課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①廃棄されるＢ級品についても安く売れ

るような、市の働きかけ等があるとよ

い。【西地域】 

①規格外品については、ファーマーズマー

ケットや無人販売所等で販売されてお

り、その流れも検討していきたいと考え

ている。 

②農作物に災害による被害が出た際、農業

従事者への支援はどうなっているか。

【西地域】 

②大きな被害が出た際に国の支援を活用

した事例はある。被害規模に応じて

は、国・県・市での対応も考えられる

が、基本的には個人加入の施設保険等

での対応をお願いしている。 
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（東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市川づくり計画（案）のパブリック・コメン

トの実施について 
開催月 令和６年 10 月 

内容 

〇背景 

・ 川づくり計画は、治水や河川利用、自然環境に関する様々な課題に対し、市が比

較的大きな一級、二級河川を管理する国や静岡県と連携した整備を行うための

計画である。 

・ 現行計画策定から 10 年以上が経過し、近年の気候変動の影響により激甚化、頻

発化する水災害を踏まえ、安全で安心して暮らせる川づくりの実現を目指し、計

画の更新を行う。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 16年度までの 10 年間の計画案について意見を伺うもの。 

所管課 河川課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①天竜川の洪水浸水想定区域図を知らな

かった。市民への周知が十分にされて

いない可能性があると感じた。ぜひ積

極的に周知し、減災に向けて自助の意

識を高められればと思う。【東地域】 

①以前は、洪水浸水想定区域図や避難所

等の防災情報を掲載した洪水マップを

世帯に１部ずつ配布していたが、内容

の更新が必要になることが多く、現在

はホームページ上に各種情報を網羅し

た「浜松市防災マップ」を公開してい

る。ぜひ一度ご確認いただきたい。 

②川づくりの方針にある計画規模「50 年確

率規模」、「30 年確率規模」の整備で、激

甚化する昨今の豪雨災害に対応できる

のか。【西地域】 

②実際に計画規模を超える 50 年確率規模

以上の雨が降っている。河川整備は一朝

一夕ではできないため、流域治水という

考え方も取り入れ、水害対策をしてい

く。 

③県の学校が河川氾濫のリスクが高い地

域に移転するという話を聞いた。浜松

市の「リスクが低い地域へ移転」とい

う考えと反しないか。【南地域】 

③流域治水という大きな考え方の中に

は、住まい方の工夫という思考もある。

今までは、河川のハード面で治水に対

応してきたが、床を 50 センチメートル

上げたりするなどの工夫で回避できる

ところもあると思う。好条件の場所に

移転できることが良いが、工夫してリ

スクを回避することが必要だと考え

る。 
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（中・東・西・南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
浜松市こども計画(案)のパブリック・コメント

の実施について 
開催月 令和６年 12 月 

内容 

〇背景 

・ 令和５年４月に「こども基本法」が施行され、同法第 10 条において、市町村は、

こども大綱や県のこども計画を勘案し、こども施策についての計画の策定に努

めることとされた。 

・ 「第２期浜松市子ども・若者支援プラン」及び「浜松市子ども・若者支援プラン 

子どもの未来サポートプロジェクト（浜松市子どもの貧困対策計画）」が令和６

年度で終期を迎えるため、本市のこども・子育て支援に関する計画を一体のもの

として新たに策定する。 

〇内容 

・ 令和７年度から令和 11年度までの計画案について意見を伺うもの。 

所管課 こども若者政策課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①計画案を策定するにあたり、子供・若

者等にアンケート調査や、聞き取り調

査を実施しているとあるが、アンケー

ト調査の項目作成や聞き取りの方法に

ついて、職員をスキルアップさせる取

り組みはしているのか。【中地域】 

①こども基本法の中で、計画の策定、施

策の実施においては、子供等の意見を

聞くことが定められている。市として

もアンケート、聞き取りを行っている。

職員のスキルアップについては、国か

ら示されているガイドラインを参考に

取り組む。 

②「Ⅱ ライフステージ別の施策」の「施

策２－⑤ 不登校に対する支援体制の

整備」は、具体的にどのようなことを

行うのか。【東地域】 

②校外まなびの教室等の運営や民間のフ

リースクールとの連携により、学びの

場の多様化に努めていく。 

③色々な場面で、【子供・若者】と記載が

ありますが、「子供」 と 「若者」 の

定義を教えて下さい。【西地域】 

③【子供】は、心身の発達の過程にある

ものとし、一定の年齢上限を定めてい

ない。【若者】は、思春期(13～18 歳)・

青年期（19～29 歳。施策によってポス

ト青年期[30～39 歳]）としている。 

※計画本編 P2 掲載 

④資料について、横文字が多いが、計画

に注釈等はあるのか。【南地域】 

④計画本編について、注釈や末尾に用語

集をつけるなど、対応したい。 
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（南地域分科会）付託事項に係る報告（令和７年２月） 

 

件名 
(仮称)江之島ビーチコート整備・運営事業につ

いて 
開催月 令和６年 10 月 

内容 

〇背景 

・平成 30 年度に策定した「ビ―チ・マリンスポーツ事業計画」において、江之島地

区を「大会誘致ゾーン」に位置付け、国内最大級のビーチコート整備を進めてい

る。 

・国際大会、全国大会等のビーチスポーツ利用をはじめ、幅広く公園利用者の活用

を促すことで、地域活性化や交流人口拡大に寄与する施設整備を目指している。 

〇内容 

・令和６年５月 31日に実施した、設計から施工・運営・維持管理を一括で発注する

DBO 方式による入札公告を行ったが不調に終わったため、予定している令和９年

９月に間に合うように令和７年３月の公告に向けて事業を進めていくことについ

て報告するもの。 

所管課 スポーツ振興課 

質問 

・ 

回答 

委員からの主な質問内容 担当課回答（要旨） 

①参加表明の事業者がいないとのことだ

が、計画や予算への影響はないのか。 

 

①当初スケジュール（令和９年９月供用

開始）に照準を絞る。これまでの民間

等とのヒアリングから基本計画の仕様

が過剰ではないかという意見があるた

め、一旦は規模の見直しを行い、予算

を縮小する。 

国際大会が可能なコンセプトは維持し

つつ、供用開始時点での規模は縮小と

なるが、単純に縮小するのではなく、

将来的に段階的に拡張できるよう検討

していく。 

②南地域はプールがなく、子供たちが水遊

びをする場所がない。新しいビーチコー

トは、スポーツ専門の施設にするのでは

なく、家族で行くことができるよう、子

供の水遊び場等を設置してほしい。 

②幅広く公園利用者の活用を促すため、

水遊びをする場所の設置を検討してい

る。 

 

 

報告－ア 
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 （仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業について（報告） 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

平成 30 年度に策定した「ビーチ・マリンスポーツ事業

計画」において、江之島地区を「大会誘致ゾーン」に位置

付け、国内最大級のビーチコート整備を進めている。国際

大会、全国大会、ナショナルチームの強化合宿などのビー

チスポーツ利用をはじめ、幅広く公園利用者の活用を促す

ことで、地域活性化や交流人口拡大に寄与する施設整備を

目指す。 

 

≪経緯≫ 

令和 2年度  基本計画策定業務 

令和 3年度  基本設計業務 

令和 4年度  事業手法検討業務 

令和 5年度～ アドバイザリー業務（公告資料作成等） 

 

 

 

対象の区協議会  中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

 

令和 6 年 5 月 31 日に、設計から施工・運営・維持管理

を一括で発注する DBO 方式による入札公告を行ったが、入

札不調に終わった。 

予定している令和 9年 9月供用開始に間に合うよう、今

年度は事業規模の見直し及び事業手法の検討を行い、来年

3月の公告に向けて事業を進めていく。 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

  

担当課 スポーツ振興課 担当者 寺田 電話 457-2421 
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令和 6 年 10 月 9 日 

市民部スポーツ振興課 

 

 

（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業について（報告） 

 

 

１ 経過 

・令和6年5月31日に本事業の公募資料を公告 

・参加表明締切日（7月8日）までに参加表明した事業者は無し 

 

 

２ 原因分析 

 ・スポーツ施設等の建設ラッシュ等により事業者の確保が困難（設計） 

 ・人員不足、資材高騰により事業費の更なる増額への懸念（建設） 

 ・ビーチコート施設の規模が全国でも事例がないため、事業者側での収支の見込が困難（運営） 

 

 

３ 方向性 
  当初スケジュールの開設（令和9年9月供用開始）を最優先に、総合的に判断し規模や事業手法

を再検討する。 

 
 
４ スケジュール 

令和6年9月～ 事業規模の見直し、発注方式の再検討 

令和7年3月～ 公募資料の公告及び事業者選定 
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令和５年６月２３日 

 市民部スポーツ振興課 

 

江之島ビーチコート整備事業手法検討について 

 

1．調査報告（最終） 

（１）ヒアリング調査 

◎ 民間事業者からは、参画を前向きに検討すると意見が寄せられた。 

≪主な意見≫ 

⇒解体工事を本事業に含めた方が、コスト削減、工事の調整が容易となるメリットがある。 

⇒企業単体での大会誘致は難しいため、ビーチスポーツ競技団体との連携が必要になる。 

⇒運営について、15 年など長期間で公募するならば、参入する価値がある。 

 

 

（２）事業手法の検討 

上記のヒアリング調査結果を踏まえつつ、市側、民間側のメリット・デメリットを整理し、

最適な事業手法を検討した。 

◎ 設計・解体・施工・運営を一括で発注する方式を想定 

⇒民間事業者の自らの創意工夫やノウハウを最大限に発揮することができる。 

 

 

（３）想定スケジュール 

 

ヒアリング先 件数 内容 

民間事業者 15 件 事業手法等への意見や参画意向等を調査 

ビーチスポーツ競技団体 5 件 利用状況や本事業への意見・要望を調査 

ビーチコート施設 4 件 維持管理や運営業務におけるノウハウ等を把握 

類似施設(アーバンスポーツ) 4 件 ビーチコートと類似した施設を調査し、運営状況等を把握 

1

≪参考≫昨年の南区協議会説明資料
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